
社会人の
スキルアップを
応援します！

専門実践教育訓練受講支援のご案内専門実践教育訓練受講支援のご案内
専門実践教育訓練の指定を受けた講座を受講した場合に、雇用保険の加入等所定の条件を
満たしている労働者・事業主はそれぞれ給付・助成が受けられます。

社会人のみなさま
※訓練費用を受講者本人が負担する場合

専門実践教育訓練給付金の支給

【支給の条件】
雇用保険の被保険者期間が３年以上（初めて支給を
受けようとする方は２年以上）の在職者又は離職後
１年以内の方
※�前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日
前までに３年以上経過している方は支給対象

【給付の内容】
・受講費用の 50％が支給
・�さらに、修了後１年以内に資格取得等し就職等し
た場合、受講費用の 20％が支給

【受講前手続き】
受講開始の１ヶ月前までに原則本人の住所を管轄す
るハローワークに、あらかじめ交付を受けたジョブ
カードと『教育訓練申請給付金及び教育訓練支援給
付金受給資格確認票』を提出
※�受講前手続きは、合否に関わらず手続きが可能で
す。時間に余裕をもって行ってください。
※詳細はハローワークまでお問い合わせください。

企業のみなさま
※訓練費用を企業が負担する場合

人材開発支援助成金の支給

企業が従業員の職業能力開発のために専門実践教育訓
練を受講させる場合、厚生労働省より「人材開発支援
助成金」の支援が受けられます。

【支給の条件】
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇
用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って
実施する企業

【給付の内容】
・専門実践教育訓練受講経費の助成
・専門実践教育訓練受講期間中の賃金の助成
※�助成額は事業規模等により、各企業によって異な
ります。その他留意事項が多くありますので、詳
細は各地域の労働局までお問い合わせください。

【受講前手続き】
受講開始の１ヶ月前までに『訓練実施計画届』と、
必要な書類を労働局へ提出
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